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１．はじめに 

都市空間において商業施設は様々な住民の活動を

支えており，商業系施設が高密度に集積した商店街

や繁華街，種々の店舗の集積が見られる地区（以下

商業集積地区）の分布とその盛衰は，その近隣に住

む住民の生活に影響を与えている（稲坂・貞広，2010）．

近年は，集約型都市構造の推進において，商業集積

地は都市機能を維持するための拠点としても位置付

けられている． 

商業集積地区は，駅前の中心市街地，大規模商業

施設，中小規模の店舗が集積している商店街，ロー

ドサイド型の集積地区など，多様な形態で存在しな

がら変化している．その中では，衰退して商業集積

地としての機能を失った地区も多く見られる．この

ため，商業集積地区の活性化を目指した様々な評価

と施策が実施されてきた． 

関連研究としては，商業集積地区の抽出（秋山ら，

2013），商業集積地の変化の可視化（稲坂・貞広，2010），

実態調査や商業統計に基づいた評価（杉井・大村，

2004；嚴ら，2018）に関する研究などが見られる．

しかし，商業集積地の実態を頻繁にモニタリングす

ることは調査費用や更新頻度などの問題で簡単では

ない．また，多くの店舗が集積しているものの実際

には衰退している地区も多く，施設数，店舗数のみ

ならず実際の利用実態からの評価も必要である． 

そこで，近年はビックデータを活用した商業集積

地区の評価も見られる．鈴木（2015）は携帯位置情

報データから導出した滞留人口を用いた評価手法を

提案しており，Eom & Nishihori（2021）は常時観測

歩行者データを用いた市街地の活性化評価指標を提

案している．しかし，これらの研究は 1 つの地区や

中心市街地のような自治体の代表的な地区を対象と

していることがほとんどである．自治体内には複数

の商業集積地区が存在することが多く，その地区の

活性化度を相対的に評価しながら実態をモニタリン

グすることは活性化対策の策定や拠点計画のような

滞在人口から見た商業集積地区における活性度の評価  
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関連計画との連携において重要であるといえる． 

そこで，本研究では自治体単位で商業集積地区を

抽出し，携帯位置情報データに基づいた滞在人口か

ら地域の活性度合を評価することにより，商業集積

地区の活性化や拠点計画の策定における基礎情報を

提供することを目的とする． 

 

２．研究方法と使用データ 

本研究は，商業集積地区の抽出と携帯位置情報に

基づいた滞在人口による評価の 2 つの内容で構成さ

れる．対象地域は東京都の 23 区と島しょ部を除く，

関東地方の 220 市町村を対象とする． 

2.1．商業集積地区の抽出 

商業集積地の地区の抽出には 2020 年 1 月のテレ

ポイント Pack!を用いている．その中で秋山ら（2013）

による商業集積統計と同様に 223 種類の業種を対象

としており，これには各種食料品，衣料品，日用品

などの小売店，各種飲食店，美容，衛生，スポーツ・

趣味・娯楽関連施設，医療，不動産，金融，宿泊施

設などの各種サービス業も含まれる．商業集積地区

の抽出のために，まず，テレポイントデータから

ArcMap を用いてカーネル密度を算出し，500m メッ

シュごとにメッシュ内の密度の平均値（商業集積密

度）を求めた．次に，自治体全体の平均値と標準偏

差を用いてカーネル密度値の Z-score（商業集積度）

を算出した． 後に，Z-score に基づいて自治体の中

で相対的に商業施設が多く集積しているメッシュを

商業集積地として抽出した． 

2.2．滞在人口の算出 

500m メッシュごとの滞在人口の算出においては

Agoop 社の「流動人口データ」を利用する．データ

の対象期間は 2019 年 10 月の平日であり，9 時台か

ら 21 時台まで（13 時間）のデータを用いる．まず，

メッシュごとに日別総和を求めたうえで，1 か月間

の平均値を算出して該当メッシュの滞在人口とした．

次に，商業集積地区と同様に自治体全体の平均と標

準偏差を用いて Z-score（滞在人口集積度）を算出し

た．本研究ではこちらの滞在人口が多いほど活性化

していると見なして評価する． 

 

３．商業集積地区の抽出と評価方法 

3.1．商業集積地区の定義 

図 1 は対象地域全体における商業集積度と滞在人

口の関係を示している．両者には概ね正の相関が見

られるが，商業集積密度が同水準でも滞在人口数に

は一定程度の散らばりがあることが確認できる．図

2 は，自治体内での相対値である商業集積度と滞在

人口集積度を比較している．商業集積度が大きくて

 
図 2 商業集積度と滞在人口集積度の関係 

 
図 1 商業集積密度と滞在人口の関係 図 3 商業集積地（集積度>1.5）の滞在人口集積度 
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も滞在人口集積度が小さいメッシュも数多く存在し

ていることが読み取れる．商業集積度が 1.5 以上の

場合，滞在人口集積度も 1.5 以上になるメッシュが

多いことから，商業集積度が 1.5 以上であるメッシ

ュを商業集積地と定義した．同様な基準で滞在人口

集積地も定義した．図 3 は，商業集積地区（商業集

積度が 1.5 以上）のメッシュを対象に都市の人口別

の滞在人口集積度との関係を調べたものである．人

口規模に関わらず滞在人口集積度も大きいことが分

かる．ただし，人口が 5 万人以下の場合には，滞在

人口集積度が小さいメッシュが相対的に多い傾向が

ある． 

また，図 4 に商業集積地区を地図上に示す．ただ

し，複数の商業集積地が隣接し，1 辺以上を共有し

ている場合，同じ「商業集積地区」と定義した．そ

の結果，873 地区が抽出された． 

3.2．商業集積地区の活性化度評価方法 

各商業集積地区の活性度を評価する指標として，

商業集積地区の滞在人口集積度の平均値を地区活性

度として定義して用いる．図 5 は地区活性度の計算

例である．  

 

4．商業集積地区の活性度評価結果 

4.1．個別地区の活性度評価 

図 6 は商業集積地区の活性度の分布を表している

ものである．半数程度は 2 以上の活性度を示してい

る．図 7 から図 10 は，地区の面積，鉄道駅との位置

関係，バス路線数，地区内の人口による活性度の違

いについて分析したものである．まず，図 7 の面積

との関係を見ると，面積が大きいほど活性度の高い

地区の割合が高くなることが見られ，面積が広い地

区ほど，滞在人口も多い傾向がある． 

次に図 8 の鉄道駅との位置関係を見ると，鉄道駅

がある地区は活性度が大きい傾向があることが分か

る．一方，鉄道駅がないものの活性度が大きい地区

も存在しており，鉄道駅から離れていても多くの住

民が利用している地区があることを示唆している．

図 9 は，地区内に鉄道駅がない地区について，地区

内にあるバス停において通過する路線数が も多い

バス停の通過路線数と活性度の関係を表したもので

ある．バス停があると活性度の大きい地区の割合が

大きい傾向はあるが，通過路線数との関係はあまり

  
図 4 商業集積地区の定義 図 5 活性度の算出 

図 6 地区別活性度の分布 
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見られない．鉄道駅やバス停の場合，滞在人口が多

くてもこれらは鉄道やバスの利用者であり，必ずし

も地区内の商業施設の利用者を反映しているとは限

らないため注意が必要である． 後に，図 10 を見る

と，人口が多いほど活性度も高いことが分かる． 

4.2．自治体単位の活性度評価 

  
図 7 商業集積地区面積と活性度の関係 図 8 鉄道駅の位置と活性度の関係 

  
図 9 バス路線数と活性度の関係 図 10 地区内人口と活性度の関係 

 
図 11 地区活性度と自治体平均活性度の分布 
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個別自治体の評価のみならず，自治体単位でも活

性度を評価することができる．自治体の平均活性度

は，自治体の商業集積地の滞在人口集積度の平均値

を用いる．図 11 は，個別地区の活性度と自治体別の

平均活性度を表している．平均活性度の分布に地理

的な特徴はあまり見られないが，活性度が 1.0 以下

の自治体も 1 割程度あることがわかる．図 12 は，平

均活性度の差が大きい 2 つの自治体の例であり，自

治体Aは中心部の駅周辺に商業施設と滞在人口がと

もに集中しており高く評価されている．一方，自治

体Bは北側と東側にある鉄道駅周辺には滞在人口が

集積していないことが読み取れる．  

図 13 と図 14 は，人口規模と自治体内の地区の数

と平均活性度の関係を示したものである．人口規模

が大きいほど平均活性度が大きい傾向が見られる．

図 14 の人口当たりの商業集積地区数との関係を見

ると，人口に比べて商業集積地区数が多い場合には，

平均活性度が小さい自治体が多いことが読み取れる． 

 

5．おわりに 

本研究では，商業集積地区の活性度を携帯位置情

報に基づいた滞在人口を用い，評価する手法を提案

して関東地域の自治体に適用した．その結果，以下

のことを明らかにした． 

1) 商業集積度と滞在人口がおおむね比例しており，

商業集積地区の評価に利用可能である．自治体別

に相対化した商業集積度に基づいて商業集積地

区を抽出し，滞在人口集積度に基づいて活性度を

評価した．  

2) 商業施設は自治体の平均レベル以上に集積して

いるものの，利用する可能性のある滞在人口の集

積レベルは相対的に低く，活性度が小さく評価さ

 
図 12 自治体単位の評価の例 

  
図 13 自治体人口規模と平均活性度 図 14 10 万人当たり商業集積地区数と平均活性度 
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れる地区が人口規模に関係せず一定割合以上存

在している． 

3) 個別地区の活性度は，商業集積地区の面積が広い

ほど，鉄道駅がある又は通過するバス路線数が多

いほど，地区内人口が多いほど高い傾向がある． 

4) 鉄道駅がなくても商業施設も滞在人口も集積し

ている地区も見られ，周辺の住民において拠点と

して利用されている可能性のある地区も少なく

ない． 

5) 自治体単位の平均活性度を見ると，4 割以下の活

性度を持つ自治体が 14%程度存在している． 

提案したい個別地区単位と自治体単位の活性度指

標を組み合わせて用いることで，全体の都市空間構

造の評価や活性化対策の評価に利用可能であると考

えられる．今後の課題として，曜日や滞在時間など

を考慮した来訪者の区分や，店舗の規模の考慮，地

区別の活性度に影響を及ぼす要因の分析が必要であ

る． 
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